
【生徒指導部】

１ 活動方針 (１) 福島県小学校長会の活動方針・重点を踏まえ、生徒指導上の課
題解決のために、組織的・継続的に活動する。

(２) 当面する生徒指導上の重要課題について、多角的・多面的に状
況を把握し、課題の具体的な解決方法を提案するとともに、実践
を積み重ね、活動の充実・発展を図る。

(３) 全県的な情報の集約と提供の体制を整え、各支会独自の生徒指
導上の喫緊の課題について、その解決に主体的に取り組む。また、
生徒指導上の課題把握に努めるとともに、自然災害や感染等に係
る環境の変化による、新たな生徒指導上の課題についてもその状
況を的確に把握し、組織的に対応できるようにする。

(４) 県中学校長会生徒指導部会と緊密な連携を保つとともに、幼稚
園・こども園・保育所及び所轄警察署等との協力体制の構築を図
りながら、問題等の未然防止の視点に立った生徒指導の推進に努
める。

(５) 全連小や東北連小との情報交換、並びに青少年の健全育成を推
進する関係機関・団体との連携の強化に努める。

(１)県内全域での生徒指導上、当面する課題についての情報収集と
２ 主な活動 提供を行う。
１ 重要課題についての情 ① 生徒指導上の諸問題に関する調査
報収集、提供、交換 ○「『児童を取り巻く環境の変化』に係る生徒指導上の諸問題」

に関する調査
・調査Ａ「心のケア」を必要とする児童の実態把握
・調査Ｂ「いじめ・不登校・虐待・暴力行為」に関する調査
・調査Ｃ「ネット・ＳＮＳ利用｣の実態調査と学校における効
果的な取り組み事例の情報収集

月 日 内 容

第１回 ５月 １日（金） ・調査Ａ・Ｂ・Ｃの内容確認
（合同） ・集計方法の確認

・調査方法改訂作業計画確認

第２回 ７月 ９日（木） ・調査Ａ・Ｂ・Ｃの分析・考察検討

第３回 ９月 ７日（月） ・部長会への調査結果報告内容検討
（合同）

第４回 １１月 ５日（木） ・部長会への調査結果報告最終確認

第５回 １月１９日（火） ・調査Ａ・Ｂ・Ｃの内容検討
・次年度調査方法改訂作業計画

② 各支会の活動状況と諸問題についての情報交換と連絡調整）
(２)各支会独自の喫緊の生徒指導上の課題について主体的な取り組み
の紹介と情報交換を行う。

(３)課題解決に向けての研究協議を行う。
【部 長 会】第 1回：５月２０日(水)、

第 2回：７月２３日(木)（書面開催）
第 3回：１１月１２日(木)

【代表部長会】１月２５日(月）
２ 幼・保・中学校及び関係
機関との連携 (１)県中学校長会生徒指導部会との連携を深める。

① 「『東日本大震災・原子力災害』及び『児童を取り巻く環境の
変化』に係る生徒指導上の諸問題」に関する調査Ａ・Ｂ・Ｃの項
目についての合同検討

② 各支会小・中学校長会生徒指導部（会）の情報交換・連携
③ 各支会の中学校区小・中学校長の行動連携
④ 県中学校長会生徒指導部会との合同会議の開催
○ 小・中合同生徒指導部（会）幹事会 5/1、9/7
○ 小・中合同部（会）長会 11/12

(２)幼稚園・こども園・保育所や関係機関団体との連携を強化する。
※ 各支会ごとに幼保小中連携、専門機関・団体との連携を行
い、子どもの成長に関わる情報を提供し合い、手厚い支援が
できるようにする。

① 幼稚園・こども園・保育所との連携
② ＰＴＡ及び青少年健全育成団体との連携
③ 警察及び相談機関等との連携


